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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 機 筐 体 の 内 部 に 取 り 付 け ら れ る 第 １ 部 材 と 、
　 遊 技 機 筐 体 の 内 部 に 取 り 付 け ら れ る 第 ２ 部 材 と 、
　 遊 技 機 筐 体 の 内 部 に 設 け ら れ 、 前 記 第 １ 部 材 と 前 記 第 ２ 部 材 と を 前 記 遊 技 機 筐 体 に 同 時
に 固 定 す る 固 定 姿 勢 及 び 前 記 第 １ 部 材 と 前 記 第 ２ 部 材 と を 前 記 遊 技 機 筐 体 か ら 同 時 に 固 定
解 除 す る 解 除 姿 勢 の い ず れ か の 姿 勢 に 位 置 決 め さ れ る 固 定 部 材 と
　 を 備 え る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

前 記 固 定 部 材 は 、 回 転 軸 の 周 り に 回 転 可 能 な 回 転 体 で あ り 、 該 回 転 体 を 回 転 さ せ る こ と
に よ っ て 前 記 固 定 姿 勢 及 び 前 記 解 除 姿 勢 の い ず れ か の 姿 勢 に 位 置 決 め さ れ る 、 請 求 項 １ 記
載 の 遊 技 機 。

前 記 第 １ 部 材 は 、 前 記 遊 技 機 筐 体 の 内 部 に 取 り 外 し 可 能 に 嵌 め 込 ま れ た 第 １ 取 付 軸 の 周
り に 回 動 可 能 で あ り 、 前 記 第 ２ 部 材 は 、 前 記 遊 技 機 筐 体 の 内 部 に 取 り 外 し 可 能 に 嵌 め 込 ま
れ た 第 ２ 取 付 軸 の 周 り に 回 動 可 能 で あ り 、 前 記 固 定 部 材 は 、 前 記 第 １ 部 材 の う ち 回 動 時 の
自 由 端 側 と 前 記 第 ２ 部 材 の う ち 回 動 時 の 自 由 端 側 と を 同 時 に 固 定 又 は 固 定 解 除 す る 、 請 求
項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 固 定 部 材 に は 、 前 記 第 １ 部 材 の み を 固 定 す る 第 ２ 固 定 姿 勢 と 前 記 第 ２ 部 材 の み を 固
定 す る 第 ３ 固 定 姿 勢 が あ る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ 部 材 は 、 前 面 扉 の 上 段 プ レ ー ト の 表 示 を 司 る 電 子 部 品 が 収 納 さ れ る 部 品 ケ ー ス
で あ り 、 前 記 第 ２ 部 材 は 、 前 面 扉 の 中 央 パ ネ ル の 表 示 を 司 る 電 子 部 品 が 収 納 さ れ る パ ネ ル
ケ ー ス で あ る 、 遊 技 機 。
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